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○日本の人口推移や世帯数等の推移

出典：消費者庁 令和７年度版消費者白書 P.21、22 より抜粋
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_250613_31.pdf

• 2030年には、65歳以上人口割合が30％
超となる見込み。

• 生産年齢人口は減少傾向。
• 単独世帯、夫婦のみの世帯は増加傾向。
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（１）消費者を取り巻く環境

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_250613_31.pdf


○消費生活相談件数

• 近年、消費生活相談件数は年間90万件前後で推移している。

出典：消費者庁 令和７年度版消費者白書 P.35 より抜粋
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_250613_31.pdf

（１）消費者を取り巻く環境
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https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_250613_31.pdf


○消費者を取り巻く状況

• 消費者取引に関する消費者意識について、消費者の市場に対する信頼感が低下している
可能性がある。
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悪質・詐欺的な販売行
為等を心配せず安全に
商品・サービスを購入・利
用できる

商品等の表示・広告の内
容は信用できる

事業者間で価格やサービ
スの競争が行われている

（備考）
１ ．消費者庁「消費者意識基本調査」（2014年度、2019年度及び2024年度）により作成。https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/survey_002/
２ ．「あなたは、消費者を取り巻く状況について、以下の項目がどの程度当てはまると思いますか。」との問に対する回答。  
３ ． N＝6,513（2014年度調査）、 N＝6,173（2019年度調査）、N＝5,046（2024年度調査）

（１）消費者を取り巻く環境

消費者を取り巻く状況（2014年度、2019年度及び2024年度）

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/survey_002/


○もの忘れ等の認知機能の低下への不安
や心配

• 年齢層が高くなるほど認知機能の低下に
不安を感じている。

出典：消費者庁 令和６年度版消費者白書 P.45 より抜粋
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_240614_31.pdf

• 認知症等の高齢者は、本人から消費
生活相談をする割合が低い。

○認知症等の高齢者の消費生活相談
件数の推移

出典：消費者庁 令和７年度版消費者白書 P.42 より抜粋
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_250613_31.pdf
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（１）消費者を取り巻く環境

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_240614_31.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_250613_31.pdf


出典：内閣府 令和７年度版高齢者白書 P.31 より抜粋
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/pdf/1s2s_02.pdf

• 令和７年（2025年）におけ
る認知症の高齢者数は471.6
万人（有病率12.9％）、ま
た、MCI の高齢者数は564.3
万人（有病率15.4％）と推
計されており、その後も増加傾
向にある。

○認知症及びＭＣＩ（軽度認知障害）の高齢者数と有病率の将来推計
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（１）消費者を取り巻く環境

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/pdf/1s2s_02.pdf
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/pdf/1s2s_02.pdf
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/pdf/1s2s_02.pdf


○インターネット上で商品の購入やサービスの
提供に伴う契約をする際、表示や解約方
法から受ける影響

• 若者は他の年齢層よりも、インターネットの
表示の影響を受けたと感じる人が多い。

• 30歳代から50歳代は他の年齢層より、
解約方法の影響を受けたと感じる人が多い。

出典：消費者庁 令和６年度版消費者白書 P.69 より抜粋
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_240614_31.pdf
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（１）消費者を取り巻く環境

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_240614_31.pdf


○情報通信機器の普及状況

出典：総務省 報道資料 令和６年通信利用動向調査の結果 別紙１P.2 より抜粋
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/250530_1.pdf
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• モバイル端末
（携帯電話
及びスマート
フォン）を保
有している世
帯は、97％と
なっており、個
人単位でも
87％となって
いる。

（１）消費者を取り巻く環境

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/250530_1.pdf


○インターネットやソーシャルメディアの利用について

出典：消費者庁 令和７年度版消費者白書 P.23、24 より抜粋
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_250613_31.pdf

• インターネット利用率は、いずれの年齢層
でも増加している。

• ソーシャルメディアの平均利用時間は、
増加傾向にある。
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（１）消費者を取り巻く環境

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_250613_31.pdf


出典：消費者庁 令和７年度版消費者白書 P.25 より抜粋
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_250613_31.pdf

• BtoC電子商取引市場規模は、いずれの分野も増加傾向にある。

○BtoC電子商取引市場規模の推移
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（１）消費者を取り巻く環境

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_250613_31.pdf


○行動バイアスの例

• これらの行動バイアスは、悪用され
た場合、限定合理性による脆弱
性を助長するおそれもある。

出典：消費者庁 令和６年度版消費者白書 P.53 より抜粋
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_240614_31.pdf
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（１）消費者を取り巻く環境

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_240614_31.pdf


○商品等の契約をする際に合理的に考えることが
難しいと感じたとき

• 約８割の人が合理的に考えることが難しいと
感じたことがある。

出典：消費者庁 令和６年度版消費者白書 P.56、57 より抜粋
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_240614_31.pdf

12

（１）消費者を取り巻く環境

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_240614_31.pdf


○インターネット上での表示等について

• 消費者を意図しない行動に誘導する可
能性がある仕組みを、目にしたり、経験し
たりしている人は約９割。

出典：消費者庁 令和６年度版消費者白書 P.65、68 より抜粋
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_240614_31.pdf
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（１）消費者を取り巻く環境

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_240614_31.pdf


○消費者被害・トラブルのあった商品・サービスについての相談・申出の有無とその相手

出典：消費者庁 令和７年度版消費者白書 P.56 より抜粋
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_250613_31.pdf
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（１）消費者を取り巻く環境

• この１年間に消費者被害・トラブルを経
験した人のうち、誰にも相談又は申出を
していない人の割合が40.3％と最も高い。

• 相談又は申出をした相手は「家族、知
人、同僚等の身近な人」と回答した人の
割合が39.1％と最も高い。

• 相談又は申出をした相手は「商品やサー
ビスの提供元であるメーカー等の事業者」
と回答した人の割合が36.1%と２番目
に高い。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_250613_31.pdf


○事業者の取組

出典：消費者庁 第２回高齢化やテクノロジーの進展等を見据えた消費者保護に関する官民共創ラウンドテーブル【資料５】 P.18、33～36 より抜粋
https://www.caa.go.jp/policies/future/ppi/assets/caa_futurer101_241120_05.pdf

【高齢者向け設計】
●生命保険業
「ご家族による契約サポートサービス」、「70歳以上の
契約時に家族同席必須化」、「デメリット情報の動
画視聴」、「認知症サポーター養成」、「電話音声明
瞭器の開発」等。
●電力会社
家庭にある電力メーターを利用し、電気使用量から
フレイルリスクが高い高齢者を検知して自治体に連
絡し、必要に応じて契約自治体の保健師がサポート
することでフレイル状態の改善を図る。

【障がい者向け設計】
●食品メーカー
音声読み上げに最適化したレシピサイトを作成。
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出典：消費者委員会 第20回消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会【資料１】 P.８～11 より抜粋
https://www.cao.go.jp/consumer/history/08/kabusoshiki/paradigm_shift/doc/020_250331_shiryou1.pdf

【デジタルデバイド支援】
●生命保険業
デジタルサービスの利用に関し、オペレーター・顧客間
でアプリ等の画面をリアルタイムで共有しながら説明
できるサービスを導入。

【ダークパターンへの対応】
●プラットフォーム事業者
ECモールにおいて不適切なストア出店・商品出品の
抑止や、不適切な広告表示の抑止によるお客様保
護の取り組みを実施。

（１）消費者を取り巻く環境

https://www.caa.go.jp/policies/future/ppi/assets/caa_futurer101_241120_05.pdf
https://www.cao.go.jp/consumer/history/08/kabusoshiki/paradigm_shift/doc/020_250331_shiryou1.pdf


○サブスクリプションサービス国内市場規模
推移・予測

• 消費者向け（BtoC）サブスクリプショ
ンサービス国内市場規模（定期宅配
サービスは除く）は、拡大傾向にある。

出典：株式会社矢野経済研究所 サブスクリプションサービス市場に関する調査を実施
（2023年） より抜粋
https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3416

○「サブスクリプション」に関する消費生活相談
件数

• 「サブスクリプション」に関する消費生活
相談件数は、増加している。

16
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（備考）
１．全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET）に登録された消費生活相談情報（2025年11月４日までの登録分）。
２．「サブスクリプション」という内容キーワードが含まれている相談件数。
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（１）消費者を取り巻く環境
○解約料に関するトラブル
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• 直近10年間における「解約料」に関する消費生活相談件数は、３万件を超える水準で
推移している。

（備考）
１．全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET）に登録された消費生活相談情報（2025年11月４日までの登録分）。
２．「解約料」という内容キーワードが含まれている相談件数。



（１）消費者を取り巻く環境
○解約料に関するトラブルの主な商品・サービス
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• 「解約料」に関する消費生活相談では、継続的な契約を結ぶ商品・サービスや高額な商品・
サービスで、高額な解約料を請求されたことなどによる相談が多くみられる。

「解約料」に関する消費生活相談の商品・サービス別件数上位20位（2024年度）

（備考）
１．PIO-NETに登録された2024年度の消費生活相談（2025年11月４日までの登録分）
２．「商品・サービス」はPIO-NETに登録された商品サービスキーワード。「具体例」はその商品キーワードの分類内に含まれる主な商品・サービスの一例。

順位 商品・サービス 具体例 件数 割合
1 化粧クリーム 化粧クリーム 2,038 5.8%
2 他の健康食品 ダイエット・サプリメントの定期購入、など 1,897 5.4%
3 賃貸アパート 賃貸アパート 1,838 5.3%
4 光ファイバー 光通信回線 1,662 4.8%
5 役務その他サービス パソコンのサポート、副業サポート、退職代行、など 1,177 3.4%
6 医療サービス 美容医療 1,063 3.0%
7 普通・小型自動車 自動車の販売・買取 1,029 2.9%
8 ファウンデーション ファウンデーション 885 2.5%
9 乳液 乳液 856 2.4%

10 ミネラルウォーター 水の定期購入 753 2.2%
11 電気 電気 712 2.0%
12 スポーツ・健康教室 スポーツ教室、ヨガ教室等 693 2.0%
13 ホテル・旅館 予約サイトを利用したホテル・旅館等の予約 603 1.7%
14 モバイルデータ通信 モバイルWi-Fi通信 518 1.5%
15 他の内職・副業 チラシ配り、アフィリエイト、転売、など 463 1.3%
16 脱毛エステ 脱毛エステ 449 1.3%
17 インターネット接続回線（全般） インターネットの通信回線 373 1.1%
18 携帯電話サービス 携帯電話サービス等 368 1.1%
19 修理サービス ガス機器調整・部品交換、電気製品の修理、 345 1.0%
19 他のネット接続回線 据置型Wi-Fi通信 345 1.0%



【成立】消費者契約に関する包括的な民事ルール(民法の特別法)として平成12年５月に成立
【平成18年改正】適格消費者団体による差止請求制度を導入
【平成28年改正】過量契約の取消権や、消費者の解除権を放棄させる条項の無効の導入
【平成30年改正】不安をあおる行為等の取消権や、消費者の後見等を理由とする解除条項等の無効の導入
【令和４年通常国会改正】勧誘をすることを告げずに退去困難な場所へ同行した場合等の取消権や、軽過失にのみ適用されることを明らかにしていない損害賠償責

任を免除する条項の無効の導入（令和５年６月１日施行）
【令和４年臨時国会改正】霊感等による告知を用いた勧誘に対する取消権の対象拡大や行使期間の伸長等（令和５年１月５日施行）

●消費者と事業者との間の情報・交渉力の格差 → 契約の取消権 契約条項の無効 事業者の努力義務 等 
●消費者と事業者との間で締結された契約（＝消費者契約）であれば、労働契約以外のあらゆる契約が対象

立法及び改正の経緯

内容

【不当な勧誘】→ 取消し（４条）
・不実告知（１項１号）
・断定的判断の提供（１項２号）
・不利益事実の不告知（２項）
・不退去（３項１号）
・退去妨害（３項２号）
・勧誘をすることを告げずに退去困難な場所へ同行し勧誘（３項３号）
・威迫する言動を交え、相談の連絡を妨害（３項４号）
・不安をあおる告知（３項５号）
・恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用（３項６号）
・加齢等による判断力の低下の不当な利用（３項７号）
・霊感等による告知を用いた勧誘（３項８号）→取消権の対象範囲の拡大
・契約締結前に債務の内容を実施又は目的物の現状変更（３項９号）
・契約締結前の事業活動の実施により生じた損失の補償請求（３項10号）
・過量契約（４項）
※取消権は「追認可能時から１年」または「契約締結時から５年」経過後時効に
より消滅（３項８号は「追認可能時から３年」または「契約締結時から10年」）

【消費者団体訴訟制度】
・内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体は、事業者の不当な行為に関し差止請求をすることができる
※差止請求の対象は、景品表示法、特定商取引法、食品表示法にも拡大
※適格消費者団体は、全国に23団体（令和５年６月15日時点）

・適格消費者団体の要請（契約条項の開示・違約金の算定根拠の説明・講じた措置の開示）に応じる事業者の努力義務（12条の３～５）

※ 橙字は平成28年改正 青字は平成30年改正 緑字は令和４年通常国会改正 紫字は令和４年臨時国会改正

【不当な契約条項】→ 無効
・事業者の損害賠償責任を免除する条項、又は事業者が自分の責任を

自ら決める条項（８条１項）
・軽過失のみに適用されることを明らかにしていない事業者の損害賠

償責任を免除する条項（８条３項）
・消費者の解除権を放棄させる条項、又は事業者が解除権の有無を自
ら決める条項（８条の２）

・消費者の後見等を理由とする解除条項（８条の３）
・平均的な損害を超える違約金条項（９条１項１号）
・年利14.6％を超える遅延損害金条項（９条１項２号）
・消費者の利益を一方的に害する条項（10条）

【事業者及び消費者の努力】
・契約条項が明確で平易なものになるよう配慮（３条１項１号）
・勧誘に際して消費者の年齢、心身の状態、知識、経験を考慮した情
報提供（３条１項２号）

・定型約款の表示請求権に関する情報提供（３条１項３号）
・消費者の求めに応じて、解除に必要な情報提供（３条１項４号）
・違約金の算定根拠の概要についての説明（９条２項）

・消費者は、提供された情報を活用し契約内容を理解（３条２項）

19
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〇衆議院（令和４年４月19日）

一 法改正後直ちに、諸外国における法整備の動向を踏まえ、消費者契約法が消費者契約全般に適用される包括的な民事ルールであ
ることの意義や同法の消費者法令における役割を多角的な見地から整理し直した上で、判断力の低下等の個々の消費者の多様な
事情に応じて消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる制度の創設、損害賠償請求の導入、契約締結
時以外への適用場面の拡大等既存の枠組みに捉われない抜本的かつ網羅的なルール設定の在り方について検討を開始すること。

二 一の検討の際には、超高齢化社会が進展し高齢者の消費者保護の重要性が高まっていることや、成年年齢の引下げ後における
若年者の消費者被害の状況等を踏まえ、悪質商法による被害を実効的に予防・救済するとの観点を十分に踏まえること。

三 一の検討の際には、「平均的な損害」の額に係る立証責任の転換を含め、消費者契約に関する検討会の報告書において将来の
検討課題とされた事項等について引き続き検討すること。

〇参議院（令和４年５月20日）

一 法改正後直ちに、諸外国における法整備の動向を踏まえ、消費者契約法が消費者契約全般に適用される包括的な民事ルールで
あることの意義や同法の消費者法令における役割を多角的な見地から整理し直した上で、判断力の低下等の個々の消費者の多様
な事情に応じて消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる制度の創設、損害賠償請求の導入、契約締
結時以外への適用場面の拡大等既存の枠組みに捉われない抜本的かつ網羅的なルール設定の在り方について検討を開始し、必要
な措置を講ずることとすること。

二 一の検討の際には、超高齢化社会が進展し高齢者の消費者保護の重要性が高まっていることや、成年年齢の引下げ後における
若年者の消費者被害の状況等を踏まえ、悪質商法による被害を実効的に予防・救済するとの観点を十分に踏まえること。

三 一の検討の際には、消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用して、事業者が消費者を勧誘し契約を締結
させた場合における消費者の取消権（いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権）の創設について検討するとともに、「平均的な損
害」の額に係る立証責任の転換を含め、消費者契約に関する検討会の報告書において将来の検討課題とされた事項等について引
き続き検討すること。

【参考】附帯決議（抜粋）

令和４年通常国会「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例

に関する法律の一部を改正する法律案」法案審議時

【参考】消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の

一部を改正する法律 附則（抜粋）

（検討）

第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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〇衆議院（令和４年12月８日）

十 消費者契約法については、行政措置を導入して民事ルールと相まって被害の防止・救済を実現しようとする新法の意義や配慮
義務その他の規定に係る新法の成立過程における国会での議論も踏まえて、第二百八回国会における附帯決議で求められた、同
法の消費者法令における役割を多角的見地から整理し直した上で、既存の枠組みに捉われない抜本的かつ網羅的なルール設定の
在り方についての検討をすすめること。

〇参議院（令和４年12月10日）

十三 行政措置を導入して民事ルールと相まって被害の防止・救済を実現しようとする新法の意義や配慮義務その他の規定に係る
新法の成立過程における国会での議論も踏まえて、第二百八回国会における附帯決議で求められた、消費者契約法の消費者法令
における役割を多角的見地から整理し直した上で、既存の枠組みに捉われない抜本的かつ網羅的なルール設定の在り方について
の検討をすすめること。

【参考】附帯決議（抜粋）

令和４年臨時国会「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案並びに

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案」法案審議時

【参考】◎消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律 附則（抜粋）

（検討）

第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え

必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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＜参考＞過去の改正を踏まえた消費者契約法の課題や展望に関する有識者見解
「…検討会報告書において示された提案が法制化に至っていない原因は、①『取消権は、強い効果と事業者の行
為規範としての機能を持つ』ことから『事業者の予見可能性』とそれを確保する『要件の明確性』を満たすことが必要
とされていること、『消費者の判断力に着目した規定』に関しては、さらに②『従来の取消権を超える側面』があること、
③消契法９条２号に関しては、そもそも『平均的な損害』という要件が損害賠償額の予定・違約金の額を定める
際の現実に適合していないこと、④不当条項に関しては、消契法10条の第１要件に例示を追加することに構造的
な制約があることにあるとまとめることができる。」

（山本敬三『2022年消費者契約法改正と今後の課題（４・完）』（NBL No.1234(令和５年)）12頁より）

「消費者契約法は、 … 『規制緩和の時代思潮』を背景に、多発し増加の一途をたどる消費者被害・トラブルの実
情を前にして、この２つの課題、すなわち、業法を中心とした行政規制に対して消費者契約一般を対象とする民事
ルールによる市場整備のインフラの構築、従来の後追い型『火消し立法』に対して消費者契約一般を対象とする包
括的民事ルールによる多様化・増加する消費者取引紛争への隙間のない対応という課題に対する解決を図る役
割を期待されて、制定された。 …被害実態は、高齢社会、IT技術の進展などから、高齢者被害を代表とする特に
判断能力の低下、また、若年成年被害に代表される社会的な経験の不足、そういった合理的な判断をすることが
困難な事情を消費者が有している場合にそれにつけこんだ勧誘による契約締結への対応が問題となった。 …実際
の法改正は、取消原因や個別不当条項について『火消し立法再び』と言われる、細分化された規律が加わるのみ、
しかも、それらの間の整理も十分ではなく、かえって見通しの悪いルール群となっているきらいさえあり、消費者契約法
は、消費者契約に関する一般民事法というより、特定商取引法に近接した、その適用範囲が広い兄弟規定のよう
になっている面もある。 …デジタル化の進展に伴う新たな取引形態の進展、『超』高齢化社会の到来は、消費者の
中にも、抵抗力の低い、特に配慮を要する、いわゆる『脆弱な』消費者の問題を浮かび上がらせることになった。また、
成人年齢引き下げにより、社会的に未成熟な層が未成年者取消権を失い、そのまま取引社会の正構成員として
自己責任を問われることになるという事態も、『脆弱な』消費者の問題の一つとなっている。 （次頁に続く） 22



（前頁からの続き） このようなより複雑化する社会、多様化する消費者を前に、当事者が、自由に自らの意思で
取引を行い、法律関係を形成していく、それを保障するための制度整備の一環であり、消費者契約一般を対象と
する私法であるという適用範囲の包括性を持った消費者契約法は、それだからこそ、その役割を果たすべく、これらの
変化に伴う諸問題にアドレスすることを求められている。」
「１つ注目されるのは、内閣府令への委任（４条３項５号）である。消費者による連絡方法に限ったものである
が、内閣府令への委任は、法律レベルの規定を受けた具体化の場を消費者契約法から内閣府令へと移すものであ
り、両者の役割分担や消費者契約に関する実体的な規律の形成において消費者契約法が唯一の場ではないこと
を示す意味を持ちうるものとして、注目される。」
「損害賠償の額の予定または違約金の算定の根拠の概要を説明する努力義務の規定が創設された（９条２
項）。 …消費者の解除権の行使のために必要な情報提供（３条１項４号）と並んで、契約の存続・履行段
階における事業者の情報提供を努力義務の形で定めるものであり、契約締結段階にとどまらない規律を設ける点で
も注目される。」
「消費者契約法が確かに育成されている点もある。細分化された規定が乱立（というほどには数はない）するだけで
はなく、意思表示の取消しに関しては、当初の詐欺・強迫の拡張規定という範疇ではとらえきれない規定が設けられ
るに至っている。 …不当条項に関しても、一般条項である10条の第１要件に具体的な条項を例示としてあげる規
律は、明文の任意規定がない場合にも第１要件の該当性を肯定しうることを明らかにするだけではなく、評価余地
が残るものの不当性の高い条項を例示列挙するという意味を持っており、制定当初に採用されなかったグレーリスト
への道を開くものとなっている…消費者契約法が、民法という一般法と、個別の業法における民事ルールとの間に
あって、消費者契約一般についての包括的な民事ルールを用意するものであるとう位置付けを発揮できる、消費者
契約の一般ルールと呼ぶことのできる一般性をもった規律は、努力義務の規定において（かろうじて）実現している
と言える。」
（沖野眞已『消費者契約法の育成』（河上正二先生古稀記念『これからの民法・消費者法(II)』信山社、令和５年）36、37、
41～46頁より） 23



「消費者契約法は、合理的な判断ができる消費者を前提にして出発したけれども、消費者に合理的な判断ができ
ない事情があることを事業者が利用して契約を締結させた場合には、その契約を取り消すことができるとする法改正
を行ったのであり、そこには、消費者を均一的な存在としてではなく、より具体的に把握された新たな消費者像に沿っ
た規定を導入するという考え方があった。その意味では、日本では、『平均的な消費者＝原則、脆弱な消費者＝例
外』という意識は強くなかったと言えよう。日本法においては、脆弱な消費者に焦点を当てた後者の立場（事務局
注：すべての人は置かれた状況と社会的環境によって、脆弱性をもち得ると捉えて、そのような意味での脆弱な消
費者に照準を合わせた消費者法を構想するということ）を採用することも、十分にあり得る選択肢である。」
「消費者契約法は、市場メカニズムを重視する社会経済システムへの転換という政策目標の下で、消費者取引市
場の効率化、公正化を基本的な根拠として出発した法律である。この意味で、同法は、消費者取引に関する民事
ルールを定めると同時に、市場ルールを定めた法律ということができる。こうした観点からすると、適合性原則は、市場
メカニズムの活用が必ずしも適切でない場合を問題としているという意味で、消費者契約法が定める市場ルールを
補正するルールとして位置づけられる。上記の消費者契約法改正の進展により、市場ルールを補正するルールの必
要性が明らかになったといえよう。しかし、消費者像の進展という点では、脆弱な消費者を基底に据えて消費者を論
ずることが重要である。消費者契約法は消費者の取消権を認めているが、情報・交渉力の格差を是正するための
意思表示の取消しという枠組みを超え、消費者の脆弱性を考慮した救済規定として損害賠償を認めるという方向
を検討すべきであろう。消費者契約法が取消権に加えて損害賠償請求権を規定することは、同法の適用を柔軟化
するものとして重要な意義がある。」
「不当寄附勧誘防止法は、行政規制と民事ルールの公私協働によるエンフォースメントを図った法律であり、実体
法部分は民事ルールのみで構成されている消費者契約法の今後の姿を展望する際に参考となるものである。」
（後藤巻則『消費者契約法』（有斐閣、令和７年）63、67、68、164頁より）
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令和４年改正附帯決議

上記経緯を踏まえ、消費者契約法における具体的な規律や対応を検討するため、

令和４年８月～令和５年６月
消費者庁：消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会

令和５年12月～令和６年12月
消費者庁：
解約料の実態に関する研究会（消費者委員会に諮問）

消費者契約法について、消費者を取り巻く環境の変化を踏まえた
「既存の枠組みに捉われない抜本的かつ網羅的なルール設定の在り方」の検討及び

解約料の実態を踏まえた検討を行うことが必要。

「既存の枠組みに捉われない
抜本的かつ網羅的なルール設定の在り方」の検討

「平均的な損害」の額に係る
立証責任の転換等の検討

令和７年11月～
現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会 を設置 25

（３）今般の検討経緯

（消費者委員会から答申）

令和５年12月～令和７年６月
消費者委員会：消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会



「消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会」

① 消費者法制は、「一般的・平均的・合理的」な消費者と事業者間の「情報の質・量、交渉力の格差」だけではなく、「消
費者の脆弱性」や金銭のみならず、情報・時間・関心を事業者に提供する「主体的な生活者としての消費者」といった
概念も取り込んで規律していく必要がある。

② 今後の消費者法制は、消費者が係わる取引の全体を私法・公法双方のアプローチで幅広く規律していく必要がある。
その際、悪質性の度合い等の事業者の多様性に応じ、実効性を確保する必要がある。

③ ハードロー的手法とソフトロー的手法、民事・行政・刑事法規定、ＡＩ等の技術など種々の手法をコーディネートした上
で 、実効性の高い規律の在り方を検討していく必要がある。

 消費者法を理念から見直し、その在り方を再編し拡充するため、「消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談
会」を令和４年８月から開始。

議論のポイント

概要

 当該懇談会については、下記の学識経験者をコアメンバーとして選定するとともに、有識者に対するヒアリングについては情報デザイ
ン、データサイエンス、心理学等の幅広い分野から人選。

 令和５年６月までの間、１５回の討議を重ね、その議論の整理を令和５年７月に公表。

構成員（コアメンバー） (敬称略、五十音順。所属、役職は懇談会当時のもの。）

慶應義塾大学法学部教授 大屋 雄裕

東京大学大学院法学政治学研究科教授 沖野 眞己

学習院大学法学部法学科教授 小塚 荘一郎

大阪大学大学院国際公共政策研究科准教授 室岡 健志

慶應義塾大学大学院法務研究科教授 山本 龍彦
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消費者委員会「消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会」

超高齢化やデジタル化の進展等消費者を取り巻く取引環境の変化に対応するため、消費者の脆弱性への対策を基軸と
し、生活者としての消費者が関わる取引を幅広く規律する消費者法制度のパラダイムシフトについて検討すること。
具体的には、消費者が関わる取引を幅広く規律する消費者取引全体の法制度の在り方、ハードロー的手法とソフトロー
的手法、民事・行政・刑事法規定など種々の手法をコーディネートした実効性の高い規律の在り方、デジタル化による
技術の進展が消費者の関わる取引環境に与える影響についての基本的な考え方等を検討すること。

スケジュール

諮問

専門調査会 委員名簿 (敬称略）

東京大学大学院法学政治学研究科教授 沖野 眞己（座長）

中央大学国際情報学部教授 石井夏生利

慶應義塾大学法学部教授 大屋 雄裕

東京大学大学院法学政治学研究科教授 加毛 明

青山学院大学総合文化政策学部准教授 河島 茂生

学習院大学法学部教授 小塚 荘一郎

弁護士 二之宮 義人

  一般社団法人日本経済団体連合会 消費者政策委員会委員
花王株式会社 執行役員 ＰＲ戦略部門統括 野村 由紀

大阪大学社会経済研究所教授 室岡 健志

東京大学大学院法学政治学研究科教授 山本 隆司（座長代理）

令和５年12月27日 第１回

令和６年10月 中間整理

令和７年７月 報告書

前半
 消費者が関わる取引を幅広く規律する消費者取引全体の法制度の在り方
 デジタル化による技術の進展が消費者の関わる取引環境に与える影響に
ついての基本的な考え方

 ハードロー的手法とソフトロー的手法、民事・行政・刑事法規定など種々
の手法をコーディネートした実効性の高い規律の在り方

後半

令和６年１０月～令和７年６月

令和５年12月～令和６年９月
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